
八街市コロナワクチン対策チームからお知らせ

　ワクチン接種当日に、急なキャンセルなどで余
ってしまうワクチンを無駄なく使うため、急な連
絡でもワクチン接種を受けられる方を募集してい
ます。
登録対象者
　次の内容に同意する方のみ登録をしてください。
 ・登録ができる方は接種券をお持ちの方です。
 ・連絡後、２時間程度で接種をお願いする場合も
　あります。
 ・医療機関または接種会場へはご自身で移動をお
　願いします。
 ・接種場所の希望は、１カ所のみとなります。
 ・電話に出られない場合は、次の登録の方に連絡
　をします。
 ・不在着信に、折り返し電話をしても接種の案内
　はできません。

 ・必ず、接種の案内ができる確約はできません。
 ・ワクチン接種の対象時期の方を優先して案内し
　ます。
 ・登録後、接種予約が取れた場合は、必ず申請取
　り下げの連絡をお願いします。
登録方法
　申込書に必要事項を記入し、郵送または持参し
てください。または、市ホームページの登録フォー
ムからも登録できます。
　申込書は、市ホームページからダウンロードで
きるほか、市役所・中央公民館・図書館・スポー
ツプラザで配付しています。

ワクチン使いきり隊登録申請先
　〒２８９－１１９２
　　八街市八街ほ35番地29
　　八街市コロナワクチン対策チーム

問八街市コロナワクチン対策チーム 
　☎３１２−２６３５
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ちば障害者等用駐車区画利用証制度がスタートしましたちば障害者等用駐車区画利用証制度がスタートしました
　 「ちば障害者等用駐車区画
利用証制度」とは、公共施設
やショッピングセンターなど
に設置されている障害者等用
駐車区画を、障害者・介護が
必要な高齢者・妊産婦・けが
人などで右表の要件を満たす
方に対して、県や市が利用証
を交付し、同区画を利用しや
すくなる制度です。
利用証の交付
　千葉県は郵送のみ、市は各
担当課窓口で交付できます。
申請する際は、申請書と障害
者手帳などの確認書類の提示
が必要です。
利用可能な駐車区画
　公共施設やショッピングセ
ンターなどに設置されている
障害者等用駐車区画での利用
が可能です。駐車の際は交付
された利用証をルームミラー
に掛けるなど、外から見える
ように掲示してください。
　不明な点は、各担当課へお
問い合わせください。

区分 交付基準 申請に必要な書類 有効期間 担当課

身
体
障
害
者

視覚障害 ４級以上

身体障害者手帳

無期限
（対象者として
の基準に該当
しなくなるまで）障がい福祉課

  ☎443-1649

聴覚障害 ３級以上
平衡機能障害 ５級以上

肢
体
不
自
由

上肢 ２級以上
下肢 ６級以上
体幹 ５級以上
脳原性
運動機
能障害

上肢機能 ２級以上
移動機能 ６級以上

内部障害
（免疫機能障害を含む）４級以上

知的障害者 療育手帳の障害程度の欄が
A の２以上の方 療育手帳

精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の
障害区分が１級の方 精神障害者保健福祉手帳

難病患者
特定疾患医療受給者
特定医療費（指定難病）受給者
小児慢性特定疾病医療受給者

次に揚げるいずれかの書類
・特定疾患医療受給者証
・特定医療費（指定難病）受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証

けが人など
医師の診断書などにより、
歩行が困難であるために
特別な配慮が必要であると
認められる方

次に揚げる全ての書類
・医師の診断書若しくは意見書又は 
 公的機関の証明書など

・身分証明書（保険証、運転免許など）

必要と認める期間
（原則1年以内）

高齢者など 介護保険の介護認定が
要介護１以上である方 介護保険被保険者証

無期限
（対象者として
の基準に該当
しなくなるまで）

高齢者福祉課
  ☎443-1207

妊産婦 妊娠７カ月～出産予定日から
１年までの方 母子健康手帳

妊娠 7 カ月～出産
予定日から1年まで
の方（産後は乳児
同伴の場合に限る）

健康増進課
  ☎443-1631

千葉県健康福祉指導課では、全区分の方を対象に利用証を交付します。（郵送申請のみ）
千葉県
健康福祉指導課
  ☎ 223-3924

令和 ３ 年 7 月 15 日 ２市外局番（０４３） 広報広報ややちちままたた ２
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